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熊本県告示第６０２号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項
においてその例によるものとされた生活保護法第４９条の規定により指定医療機関を次の

第１１８１８号 

平成 21 年 6 月 26 日(金)
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 告  示 
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とおり指定したので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及
び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例によるものとされ
た生活保護法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（医科） 

  医療機関名称       医療機関所在地   指定年月日 

松橋耳鼻咽喉科・内

科クリニック 

宇城市松橋町きらら二丁目２番地１５ 平成２１年５月１

日 

（歯科） 

  医療機関名称       医療機関所在地   指定年月日 

歯科処神崎 玉名郡和水町津田字下津留１５６３番地７ 平成２１年５月１

８日 

まつなが歯科医院 山鹿市熊入町西田２３６番地１ 平成２１年２月２

７日 

 
 
熊本県告示第６０３号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により次の指定医
療機関から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑
な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例に
よるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。  
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
（医科） 

         変 更 事 項 
  医療機関名称 

       旧         新 

   変更年月日 

              名 称  教良木診療所 

上天草市国民健康保険

教良木診療所 

教良木診療所 

平成２１年４月１

日 

（歯科） 

         変 更 事 項 
  医療機関名称 

       旧         新 

   変更年月日 

              名 称  なかくま歯科医院 

中球磨歯科医院 なかくま歯科医院 

平成２１年５月１

日 

 
 
熊本県告示第６０４号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により次の指定医
療機関から事業の廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。  
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
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（医科） 

  医療機関名称       医療機関所在地   廃止年月日 

松橋耳鼻咽喉科内科

クリニック 

宇城市松橋町きらら二丁目２番地１５  平成２１年５月 

 １日 

高木小児科医院 天草市古川町２番２５号  平成２１年４月 

 ３０日 

（歯科） 

  医療機関名称       医療機関所在地   廃止年月日 

まつなが歯科医院 山鹿市熊入町西田２３６番地１  平成２１年２月 

 ２６日 

よしむら歯科医院 菊池郡菊陽町津久礼３６００番地５７  平成２１年２月 

 ２１日 

ひかりハロー歯科診

療所 

宇城市松橋町両仲間４９番地１  平成２１年４月 

 ３０日 

 
 
熊本県告示第６０５号 
 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により身体障害
者手帳交付のために診断を行う医師として次の医師を指定したので、熊本県身体障害者福
祉法施行規則（平成７年熊本県規則第１６号）第２条第１項の規定により告示する。 
  平成２１年６月２６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

診療科目 医師氏名 指定年月日 医療機関及びその所在地 

耳鼻咽喉科 松本 裕孝 平成２１年６月３日 まつもと耳鼻咽喉科医院 

菊池市亘１１－１ 

呼吸器科 本田 泰子 平成２１年６月３日 医療法人社団 黎明会 宇賀岳病院

宇城市松橋町松橋１４５５番地１ 

内科 安田 國士 平成２１年６月３日 水俣市立明水園 

水俣市浜４０７６番地 

整形外科 安岡 寛理 平成２１年６月３日 公立玉名中央病院 

玉名市中１９５０番地 

整形外科 稲葉 大輔 平成２１年６月３日 公立玉名中央病院 

玉名市中１９５０番地 

整形外科 越智 龍弥 平成２１年６月３日 公立玉名中央病院 

玉名市中１９５０番地 

眼科 江畑 理佳 平成２１年６月３日 みなみあそ眼科 

阿蘇郡高森町高森１５８９－５ 

循環器科 丸吉 秀朋 平成２１年６月３日 医療法人永田会 東熊本第二病院 

菊池郡菊陽町大字辛川１９２３－１ 

眼科 緒方 博子 平成２１年６月３日 山鹿市立病院 

山鹿市山鹿５１１ 

内科 田島 暁 平成２１年６月３日 医療法人春水会 山鹿中央病院 

山鹿市山鹿１０００番地 

耳鼻咽喉科 野口 聡 平成２０年１１月１

日 

山鹿市立病院 

山鹿市山鹿５１１ 

循環器科 松田 宏史 平成２１年１月１５

日 

ニュー天草病院 

天草市太田町２－１ 

神経内科 阪本 徹郎 平成２１年４月１日 国立病院機構 熊本南病院 

宇城市松橋町豊福２３３８ 
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熊本県告示第６０６号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により指定自立
支援医療機関（育成医療・更生医療）として次の医療機関を指定したので、同法第６９条
の規定により公示する。 
  平成２１年６月２６日 
                                               熊本県知事 蒲 島  郁 夫 

医 療 機 関 名 所  在  地 担 当 す べ き 

医 療 の 種 類 

指定年月日 

きりん薬局  原田店 球磨郡多良木町大字多良木８

９９番地 

調 剤 平成２１年  

６月１日 

まつばせ薬局 宇城市松橋町萩尾２０５１番

地８ 

調 剤 平成２１年  

６月１日 
 

 
熊本県告示第６０７号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字和田１４０４番、１４４０番１、１４ 
 ４４番１、１４６０番、１４６１番、１４７６番、１４８０番２、１４８３番から１４ 
 ８５番まで、１４８６番１、１４９０番、１４９３番１、１４９３番３、１４９４番、 
 １５０７番、１５０９番、１５１３番２から１５１３番４まで、１５１４番１、１５１ 
 ５番２、１５１９番１、１５２０番１、１５２０番３、１５２２番、１５２３番、１５ 
 ２５番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字和田１４４４番１・１４６０番・１４８５番・１４９４番・１５０７番・１５ 
   ２２番（以上６筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第６０８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字平尾２８６８番 
２ 指定の目的 土砂の崩壊の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第６０９号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町﨑津字村上７１５番１ 
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２ 指定の目的 土砂の崩壊の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第６１０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県山鹿市鹿北町椎持字竹尾１５５４番から１５５７番まで、 
 １５５８番１ 
２ 指定の目的 落石の危険の防止 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
鹿本地域振興局並びに山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第６１１号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年６月２６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

アースサポート株式会社熊本在宅

サービスセンター 

熊本市白山二丁目１番１号 

アースサポート株式会社 平成２１年７月１日 

 
 
熊本県告示第６１２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
    平成２１年６月２６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

アースサポート株式会社熊本在宅

サービスセンター 

熊本市白山二丁目１番１号 

アースサポート株式会社 平成２１年７月１日 

 
 
熊本県告示第６１３号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年６月２６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

けあらーず榎 指定訪問介護事業 株式会社 セラム 平成２１年７月１日 
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所 

熊本市榎町１５番１９１号 

  

 
 
熊本県告示第６１４号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
    平成２１年６月２６日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

けあらーず榎 指定訪問介護事業

所 

熊本市榎町１５番１９１号 

株式会社 セラム 平成２１年７月１日 

 
 
熊本県告示第６１５号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により次の指定
相談支援事業者から変更の届出があったので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２１年６月２６日  
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業者の名称 事業所の名称 変更前の事業所

の住所 

変更後の事業所

の住所 

変更年月日 

社会福祉法人 菊

愛会 

コミュニティは

うす 明日 

菊池市隈府３１

５番地 

菊池市隈府４６

９番地１０ 

平成２１年

６月１日 
 

 
熊本県告示第６１６号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年６月２６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 黒木鹿北線 山鹿市鹿北町岩野字柚木谷 

          ２２７４番８地先から 

同所 

          ２３５７番７地先まで 

   530.0 緊道整

（新道

区間）

２ 供用を開始する期日 平成２１年６月２６日 
 

 
熊本県告示第６１７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年６月２６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 

  

前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

  5.0 

  ～ 

 25.0 

 

 111.0 

  

主要地方道 高森波野

線 

阿蘇郡高森町大字野尻字広迫 

      ６９２番１地先から 

同所 

      ６７６番１地先まで 

 

 

前

 12.0 

  ～ 

 38.0 

 

  45.6 

廃道 
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後

 12.0 

  ～ 

 38.0 

 

  45.6 

２ 区域を変更する期日 平成２１年６月２６日 
 

 
熊本県告示第６１８号   
 熊本県工事契約事務取扱要領を次のように定める。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
    熊本県工事契約事務取扱要領 
 （趣旨） 
第１条 熊本県が発注する建設工事に係る契約事務の取扱いについては、熊本県会計規則 
 （昭和６０年熊本県規則第１１号。以下「規則」という。）その他関係法令に定めるも 
 ののほか、この要領の定めるところによる。 
 （契約書の作成） 
第２条 規則第７４条の規定により契約書を作成する場合は、別に定める様式により作成

するものとし、契約の相手方とともに契約書に記名押印のうえ、その一通を所持しなけ
ればならない。なお、規則第７５条の規定による契約書の作成の省略は、行わないもの
とする。 

 （契約保証金の納付に代わる担保の提供） 
第３条 規則第７７条第２項に規定する契約保証金の納付に代えて提供することができる

担保は、同項各号に掲げるもののうち次に掲げるものに限るものとする。 
 (１) 国債又は県債（以下「国債等」という。） 
 (２) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関（以下「金融機関等」という。）の 
  保証  

(３) 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第
４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証 

２ 前項第２号に規定する金融機関等の保証又は同項第３号に規定する保証事業会社の保
証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証に係る書面を提出させ
なければならない。 

 （担保の価値） 
第４条 前条第１項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該

各号に定めるところによるものとする。 
(１) 国債等 額面金額 
(２) 金融機関等及び保証事業会社の保証 その保証する金額 
（契約保証金の免除） 

第５条 規則第７８条の規定により契約保証金の納付を免除できる場合は、同条各号に掲
げるもののうち次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、第３号については、
設計金額が３００万円未満の工事である場合に限るものとする。 
(１) 契約の相手方が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結

したとき。 
(２) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 
(３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条

の５及び第１６７条の１１に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、 
 その者が過去２年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しな
いこととなるおそれがないと認められるとき。 

(４) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなる
おそれがないと認められるとき。 

２ 前項第１号に規定する履行保証保険契約を締結したことにより契約保証金を免除する
場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。 

３ 第１項第２号に規定する工事履行保証契約を締結したことにより契約保証金を免除す
る場合は、当該保証契約に係る書面を提出させなければならない。 

 （最低制限価格の設定及び算出方法） 
第６条 指名競争入札又は条件付一般競争入札（設計金額が５億円未満の建設工事に限る。 
 ）により契約を締結しようとする場合は、令第１６７条の１０第２項に規定する最低制

限価格を設けるものとし、当該最低制限価格は、原則として、次に定めるところにより
算出するものとする。 
(１) 予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費の額に１００分の９５を乗じ

て得た額（円未満切捨て）、共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額（円未
満切捨て）、現場管理費の額に１００分の７０を乗じて得た額（円未満切捨て）及び
一般管理費の額に１００分の３０を乗じて得た額（円未満切捨て）の合計額（以下「
最低制限基準価格」という。）に無作為（ランダム）係数を乗じて算出した価格（円
未満切捨て）とする。ただし、最低制限基準価格が予定価格（消費税及び地方消費税
相当額を除く。以下同じ。）の１００分の９０を超える場合は予定価格に１００分の
９０を乗じて得た額（円未満切捨て）とし、最低制限基準価格が予定価格の１００分
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の７０に満たない場合は予定価格に１００分の７０を乗じて得た額（円未満切捨て）
とする。 

(２) 前号の無作為（ランダム）係数は、電子計算組織により無作為に算出される１．
０００００から１．０１０００までの数値（小数点以下第５位まで）とする。 

 （最低制限価格の決定） 
第７条 最低制限価格は、開札直前に、入札執行者が熊本県電子入札システム（以下「シ

ステム」という。）の最低制限価格ボタンを押下し、システムにより決定した無作為（
ランダム）係数を用いて自動的に決定する。 

２ 無作為（ランダム）係数の設定回数は、入札案件ごとに１回とする。 
 （低入札価格調査基準価格の設定） 
第８条 一般競争入札又は条件付一般競争入札（設計金額が５億円以上の建設工事に限る。 
 ）により契約を締結しようとする場合は、第６条の規定にかかわらず、熊本県建設工事

低入札価格調査実施要領（平成１６年熊本県告示第３３１号）に規定する低入札価格調
査基準価格を設けるものとする。 

 （契約の申出期限） 
第９条 契約予定の相手方が決定した場合においては、落札決定の日（随意契約の場合に

は、契約の合意の日）から７日以内に相手方に契約書を提出させなければならない。た
だし、相手方が書面によりその延期を申し出た場合において、やむを得ない事情がある
と認めたときは、この期限を延長することができる。 

    附 則 
 この要領は、平成２１年７月１日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係
る契約について適用する。 

 
 
熊本県告示第６１９号   
 熊本県建設工事低入札価格調査実施要領の一部を改正する要領を次のように定める。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
    熊本県建設工事低入札価格調査実施要領の一部を改正する要領 
 熊本県建設工事低入札価格調査実施要領（平成１６年熊本県告示第３３１号）の一部を
次のように改正する。 
 ３を次のように改める。 
３ 低入札価格調査基準価格の設定 
  低入札価格調査を実施する基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）は、原

則として、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費の額に１００分の９５を
乗じて得た額（円未満切捨て）、共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額（円
未満切捨て）、現場管理費の額に１００分の７０を乗じて得た額（円未満切捨て）及び
一般管理費の額に１００分の３０を乗じて得た額（円未満切捨て）の合計額とする。た
だし、調査基準価格が予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）の
１００分の９０を超える場合は予定価格に１００分の９０を乗じて得た額（円未満切捨
て）とし、調査基準価格が予定価格の１００分の７０に満たない場合は、予定価格に１
００分の７０を乗じて得た額（円未満切捨て）とする。 

 ６中「１００分の８５を乗じて得た額」の次に「（円未満切捨て）」を、「１００分の
６５を乗じて得た額」の次に「（円未満切捨て）」を、「１００分の６０を乗じて得た額
」の次に「（円未満切捨て）及び一般管理費の額に１００分の２０を乗じて得た額（円未
満切捨て）」を加え、「（円未満切上げ）」を削る。 
    附 則 
 この要領は、平成２１年７月１日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係
る契約について適用する。 
 
 
 
 
 
熊本県公告第３４８号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第２項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体

 農業用用  

 排水施設 

原倉西  平成１４年１月２８日  平成１４年３月２５日    玉東町 

 暗渠排水 竹の田  平成１５年１月６日  平成１５年３月２５日  玉東町 

 農業用用  

 排水施設 

原倉東  平成１８年１０月１１日  平成１９年３月９日  玉東町 

 公  告 
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熊本県公告第３４９号 
 菊池市に事務所を置く菊池市土地改良区理事長福村三男から認可の申請があった佐野原
井手地区土地改良事業（農業用用排水施設）の施行については、平成２１年６月１６日付
けで適当と決定したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項にお
いて準用する同法第８条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 
 利害関係人でこの決定に異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５
日以内に、知事に対して異議の申出をすることができる。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 
  佐野原井手地区土地改良事業（農業用用排水施設）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２１年６月２９日から平成２１年７月２７日まで 
３ 縦覧場所 

菊池市役所 
  菊池市土地改良区事務所 

 
 
熊本県公告第３５０号 
 菊池市に事務所を置く菊池市土地改良区理事長福村三男から認可の申請があった菊池堰
地区土地改良事業（農業用用排水施設）の施行については、平成２１年６月１６日付けで
適当と決定したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において
準用する同法第８条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 
 利害関係人でこの決定に異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５
日以内に、知事に対して異議の申出をすることができる。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 
  菊池堰地区土地改良事業（農業用用排水施設）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２１年６月２９日から平成２１年７月２７日まで 
３ 縦覧場所 

菊池市役所 
  菊池市土地改良区事務所 

 
 
熊本県公告第３５１号 
 菊池市旭志に事務所を置く旭志村土地改良区の役員が次のとおり退任した旨の届出があ
ったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公告
する。                                 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏    名     住    所 

退任 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

 

  石井  光幸 

  中尾  正弘 

  三池 哲雄 

  高宗  和敏 

  山代  正治 

  岩根  敬親 

  水上  博吉 

  森    龍一 

  谷田  恭一 

  水谷  新次 

  芹川  敬臣 

  右田  松男 

  志垣  孝徳 

  岩根  洋一 

  澤山  未知也 

 

  菊池市旭志川辺５１３番地３ 

  菊池市旭志伊坂２２４番地 

  菊池市旭志新明１６１７番地 

  菊池市旭志新明２２６７番地 

  菊池市旭志伊萩５５３番地 

  菊池市旭志弁利２６４３番地９ 

  菊池市旭志弁利９９１番地 

  菊池市旭志麓４６９番地 

  菊池市旭志麓２５５６番地 

  菊池市旭志小原５１７番地 

  菊池市旭志尾足３０７番地 

  菊池市旭志川辺６８５番地 

  菊池市旭志川辺６５３番地 

  菊池市旭志麓２３６番地 

  菊池市旭志尾足９２９番地 
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 就任   

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

 

  石井  光幸 

  上田  巌 

  三池  留盛 

  高宗  隆章 

  大塚  祐次 

  岩根  雄一 

  水上  隆光 

  中野  正一 

  本田  誠矢 

  岡島  克己 

    

  菊池市旭志川辺５１３番地３ 

  菊池市旭志伊坂３３５番地 

  菊池市旭志新明１５０６番地 

  菊池市旭志新明２２９０番地 

  菊池市旭志伊萩５８２番地 

  菊池市旭志弁利５５番地 

  菊池市旭志弁利１３０６番地 

  菊池市旭志麓１３８１番地１ 

  菊池市旭志麓１３３８番地１ 

  菊池市旭志小原１５９番地 

   理事 

   理事 

   理事 

  松岡  昌明 

  青木  孝博 

  平山  一浩 

  菊池市旭志尾足２８３番地 

  菊池市旭志川辺５７７番地２ 

  菊池市旭志川辺１９１７番地 

   監事 

   監事 

  森    保春 

  上野  康博 

  菊池市旭志新明２６９３番地 

  菊池市旭志麓５１３番地１ 
 

 
熊本県公告第３５２号 
  菊池市に事務所を置く菊池市土地改良区理事長福村三男から平成２１年４月１０日付け
で申請のあった定款変更については、平成２１年６月１６日付けで認可したので、土地改
良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第３項の規定により公告する。 
    平成２１年６月２６日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 

 
 
熊本県公告第３５３号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営菊
池東部地区土地改良事業（区画整理）の計画を変更したので、同条第６項において準用す
る同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦
覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１
５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 

変更後の県営菊池東部地区土地改良事業（区画整理）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２１年６月２９日から平成２１年７月２７日まで 
３ 縦覧場所 
    菊池市役所 

 
 
熊本県公告第３５４号  
  土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営菊池東 
部２期地区土地改良事業（区画整理、農業用用排水施設、暗渠排水）の計画を定めたので、 
同条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画に異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日
以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 
  県営菊池東部２期地区土地改良事業（区画整理、農業用用排水施設、暗渠排水）計画 
 書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２１年６月２９日から平成２１年７月２７日まで 
３ 縦覧場所 

菊池市役所 
 

 
熊本県公告第３５５号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。               
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    平成２１年６月２６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 菊池郡大津町大字引水９６８番地   
２ 築造者の氏名 月尾信子                  
３ 道路の位置 菊池郡大津町大字引水字柳塘９０８番５ 
４ 道路の幅員 ６．００メートル 
５ 道路の延長 ３４．５３メートル 
６ 指定年月日 平成２１年６月１５日 
７ 指定番号 熊本県指令菊池景建第３７号 

 
 
熊本県公告第３５６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定による都市計画の図書
の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 
    平成２１年６月２６日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
    熊本都市計画地区計画（良町地区地区計画） 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
  熊本県土木部都市計画課 

 
 
熊本県公告第３５７号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第
２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供
する。 
    平成２１年６月２６日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
    熊本都市計画用途地域（菊陽町） 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
  熊本県土木部都市計画課 

 
 
熊本県公告第３５８号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定による都市計画の図書
の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 
    平成２１年６月２６日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 都市計画の種類 
    熊本都市計画地区計画（南受地区地区計画） 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
  熊本県土木部都市計画課 

 
 
熊本県公告第３５９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年６月２６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  菊池郡菊陽町新山一丁目３１９０番３４の一部、同３１９０番４２の一部及び同３１ 
 ９０番４３の一部 
    ２，４１７．４９平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  菊池郡菊陽町津久礼７６番地３ 
  有限会社ジョイント  

 
 
熊本県公告第３６０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年６月２６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  菊池郡菊陽町新山一丁目３１９０番２９ 
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    ９７３．９１平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  熊本市帯山八丁目６番３８号 
  有限会社タツヤ 

 
 
熊本県公告第３６１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  荒尾市万田字仮佛４３３番２、同４３３番３、同４３８番２、同４３９番２、同４４ 
 １番１、同４４１番２、同字前田４９０番４、同４９０番５、同４９０番６の一部及び 
 水路の一部 
  ４，５１３．７７平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
    荒尾市大島１０３番地の２ 
    有限会社日新商会 

 
 
熊本県公告第３６２号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第３項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体 

 区画整理、 

農業用道  

路、農業  

用用排水  

施設 

上第二 

（あさぎ

り町） 

 平成１１年１０月１日  平成２１年６月８日       熊本県 

 
 
熊本県公告第３６３号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年６月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 人吉市鬼木町７２０番地 
２ 築造者の氏名 山口秀継 
３ 道路の位置 人吉市鬼木町字芦原７４９番６、同７５１番７及び同７４９番７ 
４ 道路の幅員 ５．００メートル 
５ 道路の延長 ２８．００メートル 
６ 指定年月日 平成２１年６月１６日 
７ 指定番号 熊本県指令球磨技管第６号 
 
 
 
 
 
熊本県公安委員会規則第６号                                             
  警備業法第１７条第１項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則の
一部を改正する規則を次のように定める。 
  平成２１年６月１５日 
                                          熊本県公安委員会委員長 松村 敏人 
   警備業法第１７条第１項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規 
   則の一部を改正する規則 
 警備業法第１７条第１項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則（昭 
和４７年熊本県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 
 第２条を次のように改める。 
 （携帯の禁止） 
第２条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、 
 次に掲げる護身用具（鋭利な部位がないものに限る。）以外のものとする。 
  (1) 警戒棒（その形状が円棒であって、長さが３０センチメートルを超え９０センチメ

 登載依頼 
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ートル以下であり、かつ、重量が別表第１の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞ
れ同表の右欄に定めるものに限る。） 

  (2) 警戒じょう（その形状が円棒であって、長さが９０センチメートルを超え１３０セ 
  ンチメートル以下であり、かつ、重量が別表第２の左欄に掲げる長さの区分に応じ、 
  それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。） 
  (3) 刺股 
  (4) 非金属製の楯 
  (5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそ 
  れがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの 
 第３条中「場合においては」を「場合は」に、「警戒杖」を「警戒じょう」に改める。 
  第４条の見出し中「警戒杖」を「警戒じょう」に改め、同条中「場合においては」を「
場合は」に、「警戒杖」を「警戒じょう」に改める。 
 第５条を削る。 
 附則の次に別表として次の２表を加える。 
別表第１ 警戒棒の制限（第２条関係） 

長         さ 重   量 

３０センチメートルを超え４０センチメートル以下 １６０グラム以下 

４０センチメートルを超え５０センチメートル以下 ２２０グラム以下 

５０センチメートルを超え６０センチメートル以下 ２８０グラム以下 

６０センチメートルを超え７０センチメートル以下 ３４０グラム以下 

７０センチメートルを超え８０センチメートル以下 ４００グラム以下 

８０センチメートルを超え９０センチメートル以下 ４６０グラム以下 

別表第２ 警戒じょうの制限（第２条関係） 

長         さ 重   量 

９０センチメートルを超え１００センチメートル以下 ５１０グラム以下 

１００センチメートルを超え１１０センチメートル以下 ５７０グラム以下 

１１０センチメートルを超え１２０センチメートル以下 ６３０グラム以下 

１２０センチメートルを超え１３０センチメートル以下 ６９０グラム以下 

   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則の施行の際現に警備業法第１７条第２項の規定による届出をして警備業者及 
 び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう（この規則による改正後の警 
 備業法第１７条第１項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則（以 
 下この項において「新規則」という。）第２条第１号及び第２号に掲げるものを除く。） 
 については、この規則の施行の日から起算して１０年間は、新規則第２条の規定にかか 
 わらず、警備業者及び警備員はこれらを携帯することができる。 
 


